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～相手のよさを認め敬い自分を磨く～ 

校長  長谷川 由美子 

「空は晴れたり 下志津の 草広がれる 原近く・・・」 

この校歌をこの学校でもう一度歌える日が来るとは思ってもいませんでした。 

私も、秋庭前校長先生と同じく、この中央小学校の卒業生です。楽しい思い出のいっぱい

詰まった校舎に足を踏み入れると、小学校の先生になりたいという夢を持つことができた６

年間の学校生活が鮮やかに蘇ってきます。母校で勤務できることの喜びをかみしめつつ、子

どもたちの健やかな成長のために精一杯務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

さて、私が校長として大事にしたいこと、それは、相手のよさを認め敬うということです。

教育は人格の完成を目指して行われますが、完璧な人間はいません。謙虚な気持ちで他者か

ら学ぶ姿勢が大事だと思うのです。相手のよさを認め敬い自分を磨き成長していってほしい

と願います。まだまだ感染予防対策を取りながらの教育活動が続きます。保護者・地域の皆

様におかれましては、本年度も本校の教育活動にご理解ご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

４月の行事予定 

 
７日（木）着任式 １学期始業式 短縮日課③ 

     健康調査票等配付（２～６年） 

８日（金）入学式 短縮日課③ 

１１日（月）交通補導 １年短縮③（１６日まで） 

       給食開始（２～６年） 

１２日（火）健康調査票回収 

 １４日（木）身体測定（全学年） 

 １５日（金）尿検査回収 

１８日（月）１年給食開始 

 

５月の行事予定 

  ２日（月）１年生を迎える会 

３日（火）○祝憲法記念日 

  ４日（水）○祝みどりの日 

  ５日（木）○祝こどもの日 

  ９日（月）陸上大会壮行会 

 １０日（火）耳鼻科検診（４年） 

 １１日（水）歯科検診1，2，5年 

眼科検診4－2，4－3，6年   

１２日（木）校外指導部 交通安全教室 

 １３日（金）学校運営協議会・歯科検診 

１７日（火）歯科検診1年､3－1,3－2,3－3 

１８日（水） 五部会陸上競技大会 

２４日（火） 内科検診 

２５日（水） 委員会活動 

２６日（木） 歯科検診2年,3－4,4－4 

内科検診 

３０日（月） 短縮日課⑤ 

３１日（火） 交通安全教室（１年・３年） 

       郡陸上競技大会 

 

 

基本理念 「児童一人一人に合った教育の追求」 
教育目標 「健康で，豊かな心を持ち， 
      自ら考え活動できる児童の育成」 
      ～心と体を育て学力を伸ばす～ 
児童のめあて「よく考え やさしい気持ちで 

たくましく」 

１９日（火）全国学力学習状況調査 

２０日（水）ＰＴＡ新旧役員顔合わせ 

      委員会活動 

２３日（土）授業参観・保護者会・弁当の日 

２５日（月）振替休業日 

２６日（火）短縮日課⑤ 

２７日（水）眼科検診 3,４,６年 

２８日（木）歯科検診 4－1,５年 

２９日（木）○祝昭和の日 

  
 

 



 

   

○合理的配慮について  

  平成２８年４月１日から「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律」
（障害者差別解消法）が施行され、公立学校において、障害を理由とする不当
な差別的扱いが禁止されるとともに、必要に応じて「合理的配慮を提供」する
ことが義務化されております。合理的配慮の提供を希望される方は、担任にお
申し出ください。  

 

○「四街道市 弁当の日」について  
  四街道市では、市教育振興基本計画に弁当の日を定め、食や料理に関する関

心、食材や料理する人に感謝の気持ちを育てるとしております。  

本校でも、第１回を４月２３日（土）、第２回を１月２８日（土）に予定してい
ます。詳細については後日文書を配付いたします。  

 

○下校時間を変更します。  
  令和４年度より、朝１５分間、朝読書・朝学習の時間を設定し、取り組みま

す。そのため、全ての時間が１５分遅くなります。ご確認ください。  

  
 

○◎新型コロナウイルス感染症対策に係る対応について  

お子様及び保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症対策のため、毎朝の
検温や健康観察等にご協力いただき、ありがとうございます。  

つきましては、児童の出欠席等の取扱いについて、下記に該当する場合は必ず
学校までご連絡くださるようにお願いいたします。   

 

１．登校を見合わせるケースについて  

(1) お子様に発熱や風邪の症状がある。  
(2) お子様が新型コロナウイルスに感染した。  

(3) お子様が濃厚接触者となった。（同居のご家族が感染した等）  

(4) 同居家族に発熱や風邪症状がある。  
(5) お子様が海外から帰国再入国し、一定期間の待機を要請された。  

※同居家族が海外から帰国再入国した場合の対応については、ご相談くださ
い。  

２．その他  

(1)２の(1)～ (5)については、原則として「出席停止」となり、欠席扱いにしませ
ん。登校の際には、「自宅休養（待機）報告書」を保護者の方が記入し、担任
に提出してください。様式については、各ご家庭でＨＰよりダウンロードする
ことができます。ＨＰの利用が難しい場合は学校までご相談ください。  

 
(2)その他、上記以外の理由で欠席する場合や感染に係ることで心配なことがあ

る場合は学校にご相談ください。  

 
(3)出欠席の取扱いについて、今後の感染状況等により変更する際は改めてお知

らせします。  

引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。  
 

 

現在感染者、濃厚接触者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為
が問題となっています。誰もが感染者、濃厚接触者になり得る状況であること
をご理解いただくとともに、困難な状況にある方への温かな思いを皆で共有し、
安心して生活していけるよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。  

 

 
 

お願いとお知らせ 


